
事 務 連 絡

令和元年９月 18 日

新川土木センター所長 

高岡土木センター所長 

富 山 新 港 管 理 局 長   殿

伏 木 港 事 務 所 長 

富 山 港 事 務 所 長 

港 湾 課 長

港湾・海岸事業の設計条件（潮位・波高）の改訂について 

 平成 31 年 2 月 22 日付けで、第九管区海上保安本部海洋情報部より「伏木富山港の平均水面、

最高水面及び最低水面一覧表の改訂について」通知されたこと及び平成 30 年 5 月に「港湾の施

設の技術上の基準・同解説 （社）日本港湾協会」が改訂され、「場合によってはうねりの設計

波の設定が求められる」こととなったことから、下記のとおり港湾・海岸事業の設計条件（潮位・

波高）を見直しましたので、今後の港湾・海岸事業の実施にあたってはご留意願います。

記

１ 潮位 

 【伏木富山港、魚津港】

H.H.W.L（既往最高潮位）   +1.00m 
H.W.L. （朔望平均満潮位）  +0.50m 
M.S.L. （平均水面）     +0.30m 
L.W.L. （朔望平均干潮位）  ±0.00m 

２ 波高 

 【伏木富山港海岸】

波向  NNE    波高  H0=6.0m    周期  T0=13.3sec 
 【魚津港海岸】

波向  N   波高  H0=3.0m    周期  T0=13.3sec 

３ 適用時期 

令和元年 10 月 1 日以降に契約を行う業務より適用する。

（事務担当：建設係）
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【参 考】

○伏木富山港の平均水面、最高水面及び最低水面一覧表の改訂について(平成 31年 2 月 22 日) 

  伏木富山港において、最低水面が 0.11m～0.17m 上昇する結果となっている。

○各地区の潮位 

○換算沖波波高設定結果（従来波） 

参考資料：H30 年度魚津港海岸港湾海岸総合交付金海岸保全施設検討委託より 

○換算沖波波高設定結果（うねり性波浪） 

参考資料：H30 年度魚津港海岸港湾海岸総合交付金海岸保全施設検討委託より 

○国での設計波の設定方法 

下記①と②を比較して、危険側となる波浪を採用。伏木富山港では、あいがめ等の影響によ

り推算波の精度が悪いため、設計時に毎回、①、②を算出して比較している。 

①対象施設近くの波浪観測データから過去の実測波(暫定断面 10年間、完成断面 50年間)  

から、50年確率波を算出。 

②平成 20年度の被災波(伏木地区防波堤(北)) 

○Ｑ＆Ａ 

 項  目 

1

【質問 1】設計や管理台帳に記載する高さは、C.D.L（基準水準面）あるいは T.P（東京湾平均

海面）のどちらを基準とすればよいのか。 

【回答1】今までどおり、 T.P（東京湾平均海面）を基準としてください。 

NNW N N11.25E NNE NE 採用 既往(H5) 既往(河川) 採用 既往(H5) 既往(河川)

伏木富山港海岸 3.2 4.9 5.6 6.0 5.2
6.0

(NNE)
5.4

(NNE)
5.8

(NNE)
12 12.2

魚津港海岸 2.1 3.0 2.8 2.5 1.6
3.0
(N)

3.0
(NW)

3.0
(N11E)

10 12.2

13.3

周期T0（sec）設計波H0'（m）換算沖波波高H0'（m）
海岸名

NNW N N11.25E NNE NE 採用 既往(H5) 既往(河川) 採用 既往(H5) 既往(河川)

伏木富山港海岸 1.6 3.5 4.8 5.4 4.0
5.4

(NNE)
- - - - 

魚津港海岸 1.4 2.7 2.5 2.0 0.8
2.7
(N)

- - - - 

13.3

海岸名
換算沖波波高H0'（m） 設計波H0'（m） 周期T0（sec）

単位:m

伏木地区 新湊地区 富山地区 生地地区

2012年～

　　2016年

1963年～

　　2016年

H.H.W.L （既往最高潮位） 1.035 1.046 - 1.03 1.04 1.00 1.00 -

H.W.L （朔望平均満潮位） 0.484 0.481 0.497 0.50 0.49 0.50 0.50 0.50

M.S.L （平均水面） 0.263 0.266 0.298 0.28 0.28 0.30 0.20 -

C.D.L （基本水準面） 0.105 0.136 0.078 - - - - -

L.W.L （朔望平均干潮位） 0.031 0.036 0.079 0.06 0.05 0.00 0.00 0.00

T.P （東京湾平均海面） 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00

参考資料： （伏木、新湊地区）国土交通省北陸地方整備局伏木富山港湾事務所作成資料より

（富山地区）H30.8月　第九管区海上保安本部海洋情報部作成資料より

（生地地区）H30年度魚津港海岸港湾海岸総合交付金海岸保全施設検討委託より

（参考）
国基準

地区名

1982年1月～

　　　　　　2016年12月
観測期間

平均 採用 既往値
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事 務 連 絡 

令和元年 9 月 19 日 

 

新川土木センター所長  

高岡土木センター所長  

富 山 新 港 管 理 局 長   殿 

伏 木 港 事 務 所 長  

富 山 港 事 務 所 長  

 

港 湾 課 長 

 

 

設計における海底面（設計水深）の考え方について 

 

 設計における海底面（設計水深）の設定については、下記のとおり考え方を整理したので、今

後の事業実施にあたり参考としてください。 

  

 

記 

 

 設計における海底面（設計水深）の設定は、原則、下記のとおりとする。なお、港湾計画の計

画水深を維持するために浚渫を頻繁に実施し、鋼矢板の余掘り範囲の露出期間が長期間となる

場合は、別途相談すること。   

項目 設計水深の設定 備考 

電気防食の設計 計画水深 
計画水深より利用水深、現地盤水深

が深い場合は、深い方を採用 

矢板式護岸等の構造計算に関わる設計 
計画水深＋α 

（余掘りを考慮） 
 

※計画水深：最新の港湾計画上の水深     ※利用水深：設計時、運用している水深 

※α：余掘深、余裕深 

 

 

余掘厚の標準値 

土質 船種 
施工水深別の余掘厚 摘要 

-5.5m 未満 -5.5～-9.0m 未満 -9.0m 以上 

 
普通土砂 

ポンプ浚渫船 0.6m 0.7m 1.0m 

グラブ浚渫船 0.5m 0.6m 

バックホウ浚渫船 0.5m 

岩盤 
グラブ浚渫船 

0.5m 
バックホウ浚渫船 

「港湾関係補助金等交付規則実施要領 平成 31 年 4月」より引用 

 

 

（事務担当：建設係）  
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事 務 連 絡 

令和元年 10月 2日 

 

新川土木センター所長  

高岡土木センター所長  

富山新港管理局長   殿 

伏 木 港 事 務 所 長  

富 山 港 事 務 所 長  

 

港 湾 課 長 

 

 

 

港湾施設の設計時における港湾土木資材の規格選定について 

 

 港湾施設の設計時における港湾土木資材の規格の選定にあたっては、設計時に求められる規

格及びサイズ以上の方が経済性に優れる場合があることから、下記のとおり基本的な考え方を

整理したので、今後の事業実施にあたり参考にされたい。 

 

記 

 

１ 重防食塗装（鋼矢板）（参考資料･1） 

  重防食塗装の範囲は構造上必要な塗装長より長い方が安価になることがあることから、経

済比較により決定するものとする。 

 

 

２ 消波ブロック（参考資料･2） 

このことについては、平成 13 年 2 月 27 日付け事務連絡で周知したところであるが、防波

堤等の設計時における消波ブロックの規格の選定にあたっては、所要重量を満たす規格のブロ

ックを含めて上位 2規格までの 3規格の経済比較により決定するものとする。 

 

 

３ 防舷材 

防舷材の新設時における規格の選定にあたっては、所要の吸収エネルギー・反力を満たす標

準的な規格の防舷材を含めて上位規格のゴム質や高性能型防舷材との経済比較により決定す

るものとする。 

 

 

４ 鋼矢板 

岸壁等の設計時における鋼矢板の規格の選定にあたっては、U 型鋼矢板とハット型鋼矢板

との経済比較により決定するものとする。 

 

（事務担当：建設係） 
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単価比較例（H29 年度時点） 

鋼矢板Ｕ型（ⅢＷ）１枚当たりの費用 

単価根拠資料（刊行物「積算資料」抜粋） 

L=2.3m 

参考資料･1 

塗装面積 費用 塗装面積 費用

2.0 42,000 1.440 60,480 1.680 70,560

2.1 42,000 1.512 63,504 1.764 74,088
2.2 42,000 1.584 66,528 1.848 77,616
2.3 42,000 1.656 69,552 1.932 81,144
2.4 42,000 1.728 72,576 2.016 84,672
2.5 42,000 1.800 75,600 2.100 88,200
2.6 42,000 1.872 78,624 2.184 91,728
2.7 42,000 1.944 81,648 2.268 95,256
2.8 42,000 2.016 84,672 2.352 98,784
2.9 42,000 2.088 87,696 2.436 102,312

3.0 31,000 2.160 66,960 2.520 78,120

3.1 31,000 2.232 69,192 2.604 80,724
3.2 31,000 2.304 71,424 2.688 83,328
3.3 31,000 2.376 73,656 2.772 85,932
3.4 31,000 2.448 75,888 2.856 88,536
3.5 31,000 2.520 78,120 2.940 91,140
3.6 31,000 2.592 80,352 3.024 93,744
3.7 31,000 2.664 82,584 3.108 96,348
3.8 31,000 2.736 84,816 3.192 98,952
3.9 31,000 2.808 87,048 3.276 101,556
4.0 31,000 2.880 89,280 3.360 104,160
4.1 31,000 2.952 91,512 3.444 106,764
4.2 31,000 3.024 93,744 3.528 109,368
4.3 31,000 3.096 95,976 3.612 111,972
4.4 31,000 3.168 98,208 3.696 114,576
4.5 31,000 3.240 100,440 3.780 117,180
4.6 31,000 3.312 102,672 3.864 119,784
4.7 31,000 3.384 104,904 3.948 122,388
4.8 31,000 3.456 107,136 4.032 124,992
4.9 31,000 3.528 109,368 4.116 127,596

5.0 29,000 3.600 104,400 4.200 121,800

5.1 29,000 3.672 106,488 4.284 124,236

塗
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参考資料･2
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572365
長方形



参考資料･2
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572365
長方形



参考資料･2
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572365
長方形



参考資料･2
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参考資料･2
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事  務  連  絡 
令和 3 年 3 月 23 日 

新川土木センター所長  
高岡土木センター所長  
富 山 新 港 管 理 局 長   殿 
伏 木 港 事 務 所 長  
富 山 港 事 務 所 長  

 
港 湾 課 長 

 

 

設計における電気防食の耐用年数の考え方について 

 

設計における電気防食の耐用年数の設定については、下記のとおり考え方を整理したので、

今後の事業実施にあたり参考としてください。 

  

記 

 

設計における電気防食の耐用年数は、港湾施設の耐用年数を基準に、電気防食の耐用年数 10

年～50 年の組み合わせによるライフサイクルコスト（LCC）を比較し設定する。 

 

(1) 港湾施設の耐用年数の設定 

港湾施設の耐用年数は、基本的に以下の 2 通りの考え方で求められた年数のうち短い期間と

する。 

 

①物理的な耐用年数：構造材料の劣化により施設として必要な性能を維持できなくなる年数 

構造物の物理的寿命から考えられるもので、構造材料の劣化（腐食、損傷、疲労等）により

構造物の性能（使用性能、耐荷性能）が低下し、一定の基準を満足できなくなるまでの期間で

あり、構造力学的、構造工学的な構造物の寿命。一般に「設計供用期間」とされている。 

 

②機能的な耐用年数：施設の機能に不都合が生じ、その施設が使われなくなる年数 

施設の利用計画（港湾計画等の位置づけ）等踏まえ、施設の廃止、更新や改良の目標年次ま

での期間、または、想定以上の船舶の大型化、荷役形態の変化など、施設に期待される機能の

変動により、施設がその新しく期待される機能を満足できなくなるまでの期間。 
 

 

※なお、必要に応じて以下の設定方法についても検討すること。 

③経済的な耐用年数：改良を施さなければ、他施設との経済的な競争に負ける状態となる年数 

④社会計画的な耐用年数：新規計画により当初目的とした機能が不必要になるか、または別の

機能を要請されるまでの年数 

 

「港湾の施設の技術上の基準・同解説 平成 30 年 5 月」を加筆 
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(2) 電気防食の耐用年数の設定 

設定した港湾施設の耐用年数を基準に、電気防食の耐用年数 10 年～50 年の組み合わせによ

るライフサイクルコスト（LCC）を比較し設定する。 

 

ライフサイクルコスト=初期費用＋運用・維持管理費用＋解体・撤去費用 

初期費用：施設の計画・設計・建設に要する費用 

運用・維持管理費用：施設の運用および維持管理（定期点検含む）に関する費用 

解体・撤去費用：施設の解体および撤去に要する費用 
「港湾の施設の維持管理技術マニュアル 平成 19 年 10 月」を加筆 

 

 

例 1）港湾施設の耐用年数 50 年の場合、以下のケースで LCC を比較する。 

  ケース 1：耐用年数 50 年の電気防食 

 ケース 2：耐用年数 30 年+20 年の電気防食 

 

例 2）港湾施設の耐用年数 30 年の場合、以下のケースで LCC を比較する。 

  ケース 1：耐用年数 30 年の電気防食 

 ケース 2：耐用年数 20 年+10 年の電気防食 

 
 

 

 

（事務担当：建設係） 
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事 務 連 絡

平成２５年５月２３日

検 査 室 長

建設技術企画課長

水 産 漁 港 課 長

各港関係機関の長 殿

港 湾 課 長 

「港湾構造物および港湾局所管海岸構造物のコンクリート標準配合につ

いて（暫定運用）」の一部変更について

 このことについて、下記のとおり変更するので通知します。

記

１ 変更内容

  別表の 1-1コンクリート標準配合において、セメントの種類を「普通ポルトラン
ドセメント」から「高炉セメント B種」に変更する

２ 適用時期

  平成２５年６月１５日以降に設計書を作成する工事から適用する

（事務担当 建設係） 
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1-1　コンクリート標準配合 別　表　

　港湾及び港湾局所管海岸のコンクリート構造物における生コンクリートの標準配合は、次表を標準とする。

番号 規格
呼び
強度

スランプ
(cm)

粗骨材
の最大
(mm)

W/C
(%)

C
(kg/m3)

セメント
の種類

使用目的
許容圧縮
強度
(δca)

設計基準
強度
(δck)

摘要

規格品 21 5 40 65以下 － B・B
海岸用構造物（異形消波・根固ブ
ロック）

－ － 常願寺川以東

規格品 18 5 40 65以下 － B・B 〃 － －
常願寺川以西
公称質量35t未満

規格品 21 5 40 65以下 － B・B 〃 － －
常願寺川以西
公称質量35t以上

規格品 18 5 40 65以下 － B・B
海岸用構造物（本体ブロック、波返
し等)無筋

常願寺川以西

規格品 21 5 40 65以下 － B・B
海岸用構造物（本体ブロック、波返
し等)無筋

常願寺川以東

規格品 18 8 40 65以下 － B・B 水叩

港2 規格品 18 8 40 65以下 － B・B

港湾構造物
係船岸上部工、係船直柱基礎(重
力式)、胸壁、本体ブロック、防波堤
上部工、根固ブロック、袋詰めコン
クリート、ケーソンの蓋コンクリート

無筋

規格品 18 5 40 65以下 － B・B
港湾構造物
異形消波ブロック（無筋）

常願寺川以西
公称質量35t未満

規格品 21 5 40 65以下 － B・B
港湾構造物
異形消波ブロック（無筋）

①常願寺川以東、
②常願寺川以西の公
称質量35t以上

港4 規格品 24 8 40 65以下 － B・B
港湾構造物
係船柱基礎（杭式）、胸壁、係船岸
上部工

鉄筋

港5 ※9 8 40 ※9 － B・B
港湾構造物
桟橋上部工

鉄筋

港6-1 規格品 30 8 40 50以下 － B・B
港湾構造物
ケーソン、ウェル、セルラーブロッ
ク、L型ブロック

鉄筋

港6-2 規格品 24 8 40 55以下 － B・B
港湾構造物
消波ブロック

鉄筋

港7 規格品 24 8 40 60以下 － B・B
港湾構造物
控壁、控杭上部工

鉄筋

港8 規格品 曲げ4.5 2.5 40 － － B・B
港湾構造物
エプロン舗装

※1 セメントの種類

B・B ： 高炉セメントB種

※2 番号　港2について、ポンプ打設でスランプ8cmによりがたい場合は12cmとすることができる。

※3 番号　港4～港7について、ポンプ打設でスランプ8cmによりがたい場合は12cm、15cmとすることｔができる。

※4 番号　港8について、スランプ2.5cmによりがたい場合は、6.5cmとすることができる。

※5 番号　港4～港7について、粗骨材の最大寸法40mmを、部材最小寸法、鉄筋の最小あき、かぶり等により25mmとすることができ、砕石を使用

する場合は20mmでもよい。

※6 セメントの種類は原則として高炉セメントとし、必要に応じ普通ポルトランドセメントを使用することができる。

※6 番号　港2について、コンクリートの打ち込み後、初期材齢で波浪の衝撃、冠水のおそれがある場合や寒冷期に施工する場合等では、呼び

強度を24N/mm2とすることができる。

※7 番号　港8について、砂利の場合25mm、砕石の場合20mmとする。

※8 施設の要求性能を達成するように適切に配合条件を定める。

1-2　コンクリート養生の適用期間

　コンクリート養生の適用期間は、次表を標準とする。

港1

港3

一般　養生 特殊　養生

3月～12月 1月～2月

 
5 - 2 - 22



 
5 - 2 - 23

572365
長方形

572365
長方形



 
5 - 2 - 24

572365
長方形
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